
1 民間企業における雇用状況
（1）民間企業（法定雇用率1.8％）

7,786,840 126,903.5 1.63 0.07 33.0

(7,932,919) (124,147.0) (1.56) (0.05) (31.1)

（2）特殊法人等（法定雇用率2.1％）

124,620 2,923.0 2.35 0.12 83.3

(93,671) (2,091.0) (2.23) (▲ 0.06) (87.0)

２ 地方公共団体における在職状況
（1）都の機関（法定雇用率2.1％）

29,202 865.0 2.96 ▲ 0.09 100.0

(29,008) (886.0) (3.05) (0.06) (100.0)

（2）区市町村の機関（法定雇用率2.1％）

61,896 1,754.0 2.83 ▲ 0.03 100.0

(62,099) (1,776.0) (2.86) (▲ 0.02) (100.0)

25,786 611.0 2.37 0.02 92.0

(25,608) (601.0) (2.35) (0.05) (90.4)

87,682 2,365.0 2.70 ▲ 0.01 94.7

(87,707) (2,377.0) (2.71) (0.00) (93.6)

③実雇用率（％） 雇用率対前年比増減（P)②障害者の数（人）

都の機関

区分
①法定雇用障害者数の算定の
基礎となる労働者数（人）

雇用率対前年比増減（P)③実雇用率（％）

雇用率対前年比増減（P)

③実雇用率（％） 雇用率対前年比増減（P)

③実雇用率（％）区分

区の機関

市町村の機関

区市町村の機関

区分
①法定雇用障害者数の算定の
基礎となる職員数（人）

①法定雇用障害者数の算定の
基礎となる労働者数（人）

②障害者の数（人）

②障害者の数（人）

民間企業

①法定雇用障害者数の算定の
基礎となる職員数（人）

②障害者の数（人）

特殊法人等

達成割合（％）

達成割合（％）

達成割合（％）

達成割合（％）

〈総括表〉(平成22年6月1日現在）

区分
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（3）法定雇用率2.0％が適用される教育委員会（法定雇用率2.0％）

41,047 686.0 1.67 ▲ 0.08

(40,557) (710.0) (1.75) (▲ 0.04)

各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の重度身体
障害者及び重度知的障害者については法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、精神障害者であ
る短時間労働者については法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントを行っている。

法定雇用率2.0％が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。

1の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害
者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗
じて得た数）を除いた労働者数である。

２の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員
数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

雇用率対前年比増減（P)③実雇用率（％）区分

（ ）内は、平成21年6月1日現在の数値である。

東京都教育委員会

①法定雇用障害者数の算定の
基礎となる職員数（人）

②障害者の数（人）
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